
農地・水・環境保全向上対策に係る協定書 
 

農地・水・農村環境保全向上対策実施要綱に基づき、沢新田地域を守る会〔以下「守る会」とい

う。〕と庄内町〔以下「町」という。〕は、次のとおり協定を締結する。 

 

〔目的〕 

第１条  この協定は、沢新田地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の保全と質的向上

を図る活動が円滑に実施できるよう、その内容等について定めることを目的とする。 

 

〔協定期間〕 

第２条  協定期間は、協定締結の日から平成２４年３月３１日までとする。 

 

〔協定の対象となる資源の範囲〕 

第３条  協定の対象となる資源の範囲は（別紙）「活動計画」の第１に定めるとおりとする。 

 

〔実施計画〕 

第４条  守る会が実施する活動は、（別紙）「活動計画」の第２に定めるとおりとする。 

 

〔構成員の役割分担〕 

第５条  守る会の構成員の役割分担は、（別紙）「活動計画」の第３に定めるとおりとする。 

 

〔資金計画〕 

第６条  資金計画は、（別紙）「活動計画」の第４に定めるとおりとする。 

 

〔その他〕 

第７条  この協定に定めない事項、又は疑義が生じた場合は、守る会と町が別に協議して定める

ものとする。 

 

 

  以上を証とするため、本協定書２通を作成し、守る会及び町は、それぞれ記名押印の上、各一

通を保有する。 

 



    

平成１９年 ４月 ２日 

      庄 内 町 沢 新 田 字 村 表 ４ 

       沢新田地域を守る会 

代表  阿  部     謙 

   

      庄内町余目字町１３２―１ 

       庄内町  

町長  原  田  眞  樹  

 

 

添付資料 「沢新田地域を守る会規約」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


